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就労支援の促進  

○特別支援学校卒業者の状況   

就職者：約24％、施設等入所者6割強  

○学校から雇用への流れの強化  

・本人や保護者の一般就労への意識改革  

■産業界のニ ーズに応じた教育の改善  

・学校、企業、労働機関が協力した職場開拓など  

－12－   



特別支援学校高等部（本科）卒業後の状況  
（平成20年3月卒業者）  

特別支援学校高等部計  

（14．8％）（1．8％） （51．3％）（15．7％）   

※四捨五入のため、各区分の比率の計は必ずしも100％にはならない。  

全体の就職率は24％（障害種による差異あり）  
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特別支援教育就学奨励  

畳負担等  
予算案：7．471百万円  

特別支援学校及び小・中学  
校の特別支援学級等に就  
学する児童生徒等の保護  
者等の経済的負担を軽減す  
るため、その経済的負担能  
力に応じ、就学に必要な交  
通費・教科用図書購入費・  
学用品責等を補助  

発達障害を含め、る就学牌  
就学相談の充実、外部専門家による巡回指導、各種教員研修、学生支援員の活用などを実施することにより  
特別支援教育を総合的に推進する。また、高等学校における発達障害のある生徒への支援体制を掛ヒする（  

塵  
地域住民への理解・啓発  

・普及  外部  教員研修（幼小中  居住地の小・中学校との  
交流及び共同学習の先  
進実践事例の集積・提  
供  

指導 特別支援連携協議会  
，グラシド毒デル  

【乳幼児期から成人期に至る  

相談支援ファイルの活用  

民間企業 NPO  究機関等  ノ  
保健、福祉、医療機関との連携  

教育課程の編成等につい  
ての実践研究の推進  

障害の重度・重複化や多様  
化への対応、職業教育の  

改善、自閉症児への対応  
等  

特別支援学校等  

障害のある児童及び生徒が十分な教育を受ける  ことができるように、多くの  
弱視児童生徒のニーズに対応した標準規格に基づく拡大教科書等の普及促  
進を図る。  

軍警箪笥鬱、 発達 
段階、教科の特性などに応じた教科用特定図書等や教材、その支援技術   

就学指導・就学相談の充実  

市町村教育委員会が中心とな  
り、就学指導コーディネーター  

を活用した就学指導・就学相．  
に関する研究等を支援する。   ・・－●  

毒・．．．．…．．‥‥‥ ・・・・・  



特別支援教育総合 推進事業  
平成22年度予算額I案l：304．979千円（前年度予算額：664．371干円）  

※「発達障害等支援・特別支援教育総合推進事業」「高等学校における発達障害支援モデル事業」「特別支援教育研究協力校」「自閉症に対応した教育課程の在り方に関する調査研究事業」  
「新学習指導要領に対応した交流及び共同学習実践支援事業（新規）」を整理・統合  

特別支援教育推進地域（47都道府県）  

覿導  特別支援連携協議会  

ダラジ■β毒手Ji適域  地域住民への理解・啓発  

【乳幼虎期から成人期に至るまで一貫し  居戦地の小ヰ学校との交流  
及び炎同学習の先進実践事例・  
の集積：聴偶▲  ．． ．t・●  

教員研修（幼小中高）   

教育課程の編成等についての  

実践研究の推進  
障害の重度・重複化や多様化への対  
応、職業教育の改善、自閉症児への  
対応等  

研究・成果の普及  

保健、福祉、医療機関との連携  

相談支援ファイル叫活用  

就学相談の充実   

市町村教育委員会が中心とな  
り、就学指導コーディネーター  
等を活用した就学指導・就学ヰ                              ■●  



発達障害教育情報センターについて  
（独）国立特別支援教育総合研究所  

URL‥http：lIicedd．nise．go．JP  
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■ヽ   
こ串十ナイトにつし・－て  二十ー1トマップ ㊥手鼻索  

文学リL左㌣さ・－j‡繁華不′ 競示塾一っ登空 躇華／て コ′ 晋声試みトけ葦について  

事陀ンクー  ま 
だ  

支援・指導  もつと詳しく  教材・糠器  研修講蓑  施策法令  教育相談  センターの活動  

＝＝ニニ＝ごニ：。＝＝＝。＝ニニ‥票ニ＝二二＝＝ニニニ崇ニ＝＝。ごニ＝＝＝＝＝二＝＝二㌫＝＝ニニ  

20¢9年丁月7日 ［方毎策さ去令】   

文吉間斗芋省て閻1ウ・2⊂：・年度事業報告」  

文字のサイズ  
定はじ壁）て●の方へ   

ミふ教職邑の方へ   

）保喜裏書・一般の方へ   

ちふ教育行孟改関係書の方へ   

㍍三海外からこ竺覧，の方へ  

発達障害とは？  

、⊥ミ．⊥＿J  標準1  ．＿ユニ二二＿＿：   

標準色の変更  

」乳鼠」遷亘堅刃透憂色封   

宣声で読地   

りり，り・l（～‖ふ力／．いJ∫・∴＿   

色が見にくい方へ  

20〔悼年7月6日【イペント研究会情報】   

ヱ009年6月30ヨヨ 【革〔草す・機器］  

2伽〕9年6月ヱ3日［イ＼’ント・研究会帽章臣】  

発達障害とい  、らわたしノ亡り  こ三J．〉年「二ち  

21〕ヰ〕やご年6月堅日 〔－－イ  

空塵潤第   1【司鋸鄭草書壱・弄尤業責二‡蓑セきナー  

∃二二こン十・研究会惜幸楳  
才子イド‾プッ  

研修講義は   

こちら力ヽら  

緑教材教具データベース  

（二丈喜田斗芋省委〔覆車薫：圭匡】L［）毒見の会  

1■乍方誓 鵬幾蜘 』  

支‡蓑や‡呂導方法について知りたしヽ  

栄二産障害のある子どもの気づき 王空解、対応巾仕方等について  

巾基本臼勺な■情幸匠を寺是イ出しノます．1  
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文部科学省 特別支援教育の推進に関する調査研究   
協力者会議（第21回資料（平成22年2月24日））  

特別支援教育の推進に関する調査研究協力者会議  
審議経過報告（概要）一案－  

○特別支援教育の更なる充実を図るための検討の方向性及び課題について、以下のとおり整理  

2．早期からの教育支捷、就学相談・指導  

○里盛21年2月の娼と旦茎土め「特別支援教育の更なる充実に向けて」において、①早期からの教育相談・  
支援の充実、②就学指導の在り方、③継続的な就学相談・指導の実施、④居住地の小・中学校とのかかわり、  
⑤市町村教育委員会等の体制整備、⑥障害者権利条約、について提言・報告  

○特に、就学相談：塵導の在り方lこついては、今後、障害者権利条約批准のための政府全体の障害者制度  
改革の検討状況も踏まえつつ、更なる検討が必要  

－27－   



4．高等学校における特別支援教育  

○平成21年8月の高等学校WG報告「高等学校における特別支援教育の推進について」において、  

①高等学校における特別支援教育の必要性、②高等学校における特別支援教育体制の充実強化  
③発達障害のある生徒への指導・支援の充実、④高等学校入試における配慮や支援等、  
⑤キャリア教育、就労支援等、について提言  

○今後、先進的な取組事例の蓄積、成果を 
の推進、充実lこ積極的lこ取り組むことが必要  

5．特別支援教育担当教員等の専門性  

○特別支塚学校、特別支援学級、通級指導担当教員、特別支援教育コーディネーター、通常学級担当教員  
それぞれが必要とする特別支援教育に関する知喜戟及び理解  

○特別支援学校教諭免許状の在り方について、教員資質向上方策の見直しの動向を踏まえ要検討  

○採用、配置（人事異動）、研修等を通じた専門性の確保  

②〃ト中学好の澄男教卓等伯〃の珊  
好＃胞許昇級好庁、戯題等好男炭貞、  
＃貼欝訝斉コーデンネ「ター  

・各障害種の専門性を担保できる仕組み  

・特別支援教育の経験が少ない若手教員への   

支援の仕組み  

・個別の指導計画等の作成・活用のため、専門性   
のある者が支援する体制の確立  

・特別支援学級担当教員等の特別支援学校教諭   

免許状取得促進のための環境醸成  

・弾力的な人事上の配慮（同一校の在職年数延長、   
特別支援学校との適切な人事交流など）  

（か＃劇支糊の卓雅   
一免許状の各教育領域に共通する専門性や教育   

碍域ごとの専門性確保  

・免許状保有率の向上、他領域の免許状取得の   
計画的促進  

・教育職員免許法附則16項「当分の間」の扱い  

・弾力的な人事上の配慮（同一校の在職年数延長   

特別支援学校間の適切な異動など）  

③〃l・中学細君単相当身貞の撒  
（障害特性、障害に配慮した指導、個別の指導計画の作成・活用など）   

■特別支援教育のみならず、学級経営力、授農力、人間形成力など教員としての基本的資質の総合力  
・各教科等への特別支援教育の視点を加えた授業力  

具体的かつ実践的な研修（教員と専門医等の連携によるケーススタディなど）  

6．学校外の人材や関係機関、民間団体等との連携協力  

の草炭外の人材の批評疹級の  

運搬カ  
・各学校と地域における医療、保健、福祉、労働等   
との効果的かつ効率的な連携・協力  

・外部専門家（PTOTST等）の活用など教員を   

支えるシステムづくり  

・学校単位での専門性担保、地域単位での支援   
体制の整備  

虐）穿の会、〃POや学折シティア筈との  
農務好カ  

・新しい公共の視点を踏まえつつ、各地域における  
親の会、lりPO、学校支援ボランティア等の活用推進  
・NPO等の育成・支援の在り方、  

・関係機関、親の会、NPO等との連携及び有機的な  

ネットワークの構築  

－28－  
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